
仕　　　　様　　　　書

南部町　住民生活課

住民委第28号

南部・名川地区公共施設一般廃棄物等収集運搬業務

令和８年度



１　目　的

　この仕様書は、南部町(以下「甲」という。)が南部・名川地区内の公共施設から排出される

事業系一般廃棄物の収集運搬業務(以下「業務」という。)を委託する場合における受託者

(以下「乙」という。)の業務について、その要領を定めることを目的とする。

２　契約期間

　契約の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。

３　履行義務

　乙は、業務を円滑に遂行するとともに、環境衛生・環境美化・資源再利用も十分達成できる

よう仕様書及び契約書に基づき、業務を完全に履行しなければならない。

４　業務の内容

　甲が乙に委託する業務の内容は、次のとおりとする。

（１）２名以上（運転手含む）で行うものとする。

（２）各事業所から排出される一般廃棄物及び資源物をパッカー車等で収集し、委託者の指定

　　　する場所へ搬入する。その概要は以下のとおりとする。

※

（３）収集日は、別紙①「令和７年度南部・名川地区公共施設一般廃棄物収集カレンダー」

　　　　 による。

　　①可燃物 (年　９８　 回）毎週火曜日と金曜日

　　②不燃物 (年　１２　 回）毎月１回

　　③資源物 (年　２４　 回）毎月２回　※資源物は紙類及びペットボトルとする。

　　④収集場所 １２か所　別紙②による

（４）積替、保管は行わないものとする。

（５）一般廃棄物の処分手数料については、甲が減免申請を行い、減免決定通知書を乙へ

　　貸与するものとする。

（６）収集日毎に一般廃棄物等の種類、重量等の報告書（様式1）を作成し、年２回（上

　　 半期分４月から９月分、下半期 １０月分から３月分）報告書を提出するものとする。

５　委託料の支払い

（１）委託料の支払いは、年２回（上半期分 ４月から９月分、下半期 １０月分から３月

　　　分）とする。

（２）乙は、施設ごとに請求書を作成することとし、甲へ請求するものとする。

（３）甲は、請求書を受理した日から起算して30日以内に、乙へ委託料を支払うものとする。
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収集区分

可燃物

収集日

毎週火・金曜日

搬入場所

三戸地区クリーンセンター

三戸地区クリーンセンター

三戸地区資源ストックヤード

三戸地区資源ストックヤード
資源物（段ボール・新聞・雑誌・チラシ・その他の紙（雑紙）、ペットボトル）を収集する

際には、平ボディ車等を使用し、それぞれの資源物が混合しないよう心がけること。

不燃物
段ボール・新聞・雑誌・チラシ・

その他の紙（雑紙）
ペットボトル

毎月第2月曜日

毎月第1・3木曜日

毎月第1・3木曜日



６　一般事項
１）業務の方法などは、甲の各施設と緊密な連絡を取り行うものとする。
２）乙は、仕様書に掲げる作業予定日が休日または甲の各施設の休業日にあたるなど作業
　　　に支障がある場合は、あらかじめ各施設の責任者へ連絡し、両者協議のうえ作業予定日
　　　の変更調整を行うこと。
３）乙は、甲の各施設の事業等の都合により作業日変更の要請があった場合は、両者協議
　　　のうえ作業予定日の変更確認を行うこと。
４）乙は、乙の都合により、既定のごみ収集の日程を変更する場合は、あらかじめ各施設の
　　　責任者へ連絡し、両者協議のうえ作業予定日の変更確認を行うこと。
５）業務に従事する者は、業務に十分な経験を有した者でなければならない。
６）業務中は、常に良好な環境を保つよう努めなければならない。（収集物の飛散防止等）

７　情報の管理及び廃棄
　この業務における収集物に記載された情報は、乙が再利用したり、外部に提供することを
一切禁止するものとする。また、事故等により情報が外部に漏洩することのないよう適切に管
理し、乙の責任において一切の情報を適切に廃棄するものとする。



：可燃ごみ ：不燃ごみ ：資源ごみ

※可燃ごみは収集日が祝日の場合は収集は行いません。不燃ごみ・資源ごみの収集日について、収集日が休日等の場合、翌週としています。
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日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

28 28 29 30 31

令和８年度 南部・名川地区公共施設一般廃棄物 収集カレンダー

収集施設：南部町役場南部支所、南部町保健福祉センターぼたんの里、南部町民体育館、南部小学校、南部中学校

　　　　　医療健康センター、名川小学校、名川中学校、剣吉公民館、Ｂ＆Ｇ海洋センター、チェリウス、南部町役場



別紙②

No 地区 収集事業所 住所

1 南部 南部町役場 南部支所 南部町大字沖田面字沖中46

2 南部 南部町保健福祉センター「ぼたんの里」 南部町大字沖田面字千刈45

3 南部 南部町民体育館 南部町大字沖田面字沖中80

4 南部 南部町立南部小学校 南部町大字沖田面字久保10-1

5 南部 南部町立南部中学校 南部町大字沖田面字沖中101

6 名川 医療健康センター 南部町大字下名久井字白山91-1

7 名川 南部町立名川小学校 南部町大字平字広場8

8 名川 南部町立名川中学校 南部町大字下名久井字白山81

9 名川 剣吉公民館 南部町大字剣吉字五合田29-1

10 名川 Ｂ＆Ｇ海洋センター 南部町大字平字広場28-1

11 名川 チェリウス
南部町大字上名久井字大渋民山

23-141

12 名川 南部町役場 南部町大字平字広場28-1
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収集事業所一覧


